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災害時の医療救護活動に関する協定書

災害時における救護活動の万全を期するため、北海道(以下「甲」という。)と社団法人北海道医
師会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第１条 この協定は、北海道地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、
必要な事項を定めるものとする。

(救護班の派遣)
第２条 甲は、北海道地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対
し救護班の編成及び派遣を要請するものとする。

２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場等の救
護所等に派遣するものとする。

(災害医療救護計画の策定及び提出)
第３条 乙は、前条の規定により医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これ
を甲に提出するものとする。

(救護班の業務)
第４条 救護班は、甲又は市町村が避難所、災害現場等に設置する救護所において医療救護活動を
行うことを原則とする。

２ 救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急措置及び医療
(2) 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 被災者の死亡の確認及び死体の検案

(救護班に対する指揮命令等)
第５条 救護班に対する指揮命令及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行うもの
とする。

(医薬品の補給等)
第６条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等、医療救護活動が円滑に
実施されるために必要な措置を講ずるものとする。

(収容医療機関の指定)
第７条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。
(医療費)
第８条 救護所における医療費は、無料とする。
２ 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(費用弁償等)
第９条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担する
ものとする。
(1) 救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金
(4) 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの

(市町村及び郡市医師会との調整)
第１０条 甲は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき市町村の行う医療救護活動が、本
協定に準じ、郡市医師会の協力を得て円滑に実施されるよう、必要な調整を行うものとする。

２ 乙は、前項の規定による市町村の医療救護活動が円滑に実施されるよう、郡市医師会に対し、
必要な調整を行うものとする。

(細目)
第１１条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施のために必要な事項は、別に定める。
(協議)
第１２条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、
甲乙協議して定めるものとする。

(有効期間)
第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。但し、この協定の有効
期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効期間満了の日
の翌日から起算して1年間この協定は延長され、以降同様とする。

この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。

昭和62年12月22日
甲 北海道 北海道知事
乙 社団法人北海道医師会 会長
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災害時の歯科医療救護活動に関する協定書

災害時における歯科救護活動の万全を期するため、北海道(以下「甲」という。)と社団法人北海
道歯科医師会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第１条 この協定は、北海道地域防災計画に基づき甲が行う歯科医療救護活動に対する乙の協力に
関し、必要な事項を定めるものとする。

(救護班の派遣)
第２条 甲は、北海道地域防災計画に基づき歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙
に対し救護班の編成及び派遣を要請するものとする。

２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場等の救
護所等に派遣するものとする。

(災害医療救護計画の策定及び提出)
第３条 乙は、前条の規定により歯科医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、
これを甲に提出するものとする。

(救護班の業務)
第４条 救護班は、甲又は市町村が避難所、災害現場等に設置する救護所において歯科医療救護活
動を実施するものとする。

２ 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置
(2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 避難所内における転送困難な患者及び軽易な患者に対する歯科治療、衛生指導
(4) 検死、検案に際しての法歯学上の協力

(救護班に対する指揮命令等)
第５条 救護班に対する指揮命令及び歯科医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行う
ものとする。

(医療品の補給等)
第６条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等、歯科医療救護活動が円
滑に実施されるために必要な措置を講ずるものとする。

(収容医療機関の指定)
第７条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。
(医療費)
第８条 救護所における医療費は、無料とする。
２ 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(費用弁償等)
第９条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担する
ものとする。
(1) 救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 救護班員が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金
(4) 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの

(市町村及び郡市区歯科医師会との調整)
第１０条 甲は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき市町村の行う歯科医療救護活動が、
本協定に準じ、郡市区歯科医師会の協力を得て円滑に実施されるよう、必要な調整を行うものと
する。

２ 乙は、前項の規定による市町村の歯科医療救護活動が円滑に実施されるよう、郡市区歯科医師
会に対し、必要な調整を行うものとする。

(細目)
第１１条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施のために必要な事項は、別に定める。
(協議)
第１２条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、
甲乙協議して定めるものとする。

(有効期限)
第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。但し、この協定の有効
期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効期間満了の日
の翌日から起算して1年間この協定は延長され、以降同様とする。

この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。

平成9年4月14日
甲 北海道 北海道知事
乙 社団法人北海道歯科医師会 会長
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※各社同様の内容で締結

委 託 契 約 書

北海道（以下「甲」という。）と （以下「乙」という。）とは、業務の委託に

ついて次のとおり契約する。

（委託業務）

第１条 甲は、災害時医薬品備蓄供給業務（以下「委託業務」という。）の処理を乙に委託

し、乙は、これを受託する。

（処理の方法）

第２条 乙は、別紙災害時医薬品備蓄供給業務処理要領（以下「要領」という。）により委

託業務を処理しなければならない。

２ 前項の要領に定めのない事項については、甲乙協議して処理するものとする。

（委託期間）

第３条 委託期間は、平成 年４月１日から平成 年３月３１日までとする。

２ 甲は、前項の規定にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予

算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解

除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求する

ことができない。

（委託料）

第４条 甲は、委託業務に対する委託料として金 円（うち消費税及び地方消費税の額

金 円）を乙に支払うものとする。

第５条 契約保証金は、免除する。

（権利義務の譲渡等）

第６条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては

ならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

（再委託等の禁止）

第７条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはなら

ない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

（業務担当員）

第８条 甲は、乙の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、乙

に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。

（業務処理責任者）

第９条 乙は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、甲に通知するものとする。

業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。

（業務処理責任者の変更請求等）

第10条 甲は、業務処理責任者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、そ

の理由を付した書面により、乙に対し、その変更を請求することができる。

２ 乙は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果

を甲に通知しなければならない。
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（報告義務）

第11条 乙は、委託業務の処理に関し事故が生じた場合、直ちに、甲に報告し、その措置に

つき甲と協議しなければならない。

（業務内容の変更等）

第12条 甲は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは

一部を中止することができる。この場合において、甲は、乙に対し書面により通知するも

のとし、委託料の額又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により

これを定めるものとする。

２ 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければなら

ない。この場合における甲の賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。

（調査等）

第13条 甲は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務

の処理につき適正な履行を求めることができる。

（実績報告等）

第14条 乙は、委託業務を完了したときは、速やかに、当該委託業務の処理成果を記載した

実績報告書を甲に提出しなければならない。

２ 甲は、前項の規定により提出された実績報告書について、その提出の日から起算して１

０日以内に検査し、その結果を乙に通知するものとする。

（委託料の請求及び支払）

第15条 乙は、前条２項の規定による通知を受けたときは、甲に対して委託料の支払の請求

をするものとする。

２ 甲は、前項の適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払

うものとする。

３ 委託料の支払場所は、北海道会計管理者勤務の場所とする。

（履行遅滞）

第16条 甲は、その責めに帰すべき理由により前条第２項の委託料の支払が遅れたときは、

当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計算して得た額の

遅延利息を乙に支払うものとする。

（検査の遅延）

第17条 甲が、その責めに帰すべき理由により第14条第２項の期間内に検査しないときは、

その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第15条２項の期間が（以下「約定期間」

という。）の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が約定期間の日数を超える

場合は約定期間は満了したものとみなし、その超過日数に応じ、前条の規定を適用するも

のとする。

（甲の解除権）

第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができ

る。

(1) その責めに帰すべき理由により委託期間内又は委託期間後相当の期間内にこの契約を

履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。

(3) 第20条第１項各号に規定する理由によらないで契約解除の申出をしたとき。
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１ 第1項の規定により契約が解除されたときは、乙は、委託料の額の100分の10に相当する

額の賠償金を甲に支払わなければならない。

第18条の２ 甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除

することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求するこ

とができない。

(1) 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はそ

の支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に

おいて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）

であると認められるとき。

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している

と認められるとき。

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接

的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められると

き。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。

(6) この契約に関連する相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、

当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 乙が(1)から(5)までのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方とし

ていた場合（(6)に該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、

乙がこれに従わなかったとき。

第18条の３ 甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除

することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求するこ

とができない。

(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下

「独占禁止法」という。）第49条第１項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」

という。)を受け、かつ、当該排除措置命令が同条第７項又は独占禁止法第52条第５項の

規定により確定したとき。

(2) 乙が独占禁止法第50条第１項に規定する課徴金(以下「課徴金」という。)の納付命令

(以下「納付命令」という。)を受け、かつ、当該納付命令が同条第５項又は独占禁止法

第52条第５項の規定により確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第

２項の規定により取り消されたときを含む。）。

(3) 乙が、独占禁止法第66条に規定する審決（同条第３項の規定による原処分の全部を取

り消す審決を除く。）を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第１

項に規定する期間内に提起しなかったとき。

(4) 乙が独占禁止法第77条第１項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合におい



資料８－２(３－４)～(３－８)

て、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

(5) 排除措置命令又は納付命令（これらの命令が乙以外のもの又は乙が構成事業者である

事業者団体に対して行われ、かつ、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合（独

占禁止法第49条第７項、第50条第５項若しくは第52条第５項の規定により確定した場合

（当該確定した納付命令が独占禁止法第51条第２項の規定により取り消された場合を含

む。）若しくは独占禁止法第66条に規定する審決（同条第３項の規定による原処分の全

部を取り消す審決を除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条

第１項に規定する期間内に提起しなかった場合又は同項の規定により審決の取消しの訴

えを提起した場合において当該訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときを

いう。次号において「確定した場合」という。）における当該命令をいう。）において、

乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(6) 排除措置命令又は納付命令（これらの命令が乙に対して行われたときは乙に対する命

令で確定した場合における当該命令を、これらの命令が乙以外のもの又は乙が構成事業

者である事業者団体に対して行われたときは各名あて人に対する命令すべてが確定した

場合における当該命令をいう。）により、乙に独占禁止法に違反する行為があったとさ

れる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この

契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付

命令を行い、これが確定した場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である

当該違反する行為の実行期間（独占禁止法第７条の２第１項に規定する実行期間をい

う。）を除く。）に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項

若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引

分野に該当するものであるとき（当該違反する行為が、この契約に係るものでないこと

が明らかであるときを除く。）。

(7) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）について、独占禁止

法第89条第１項、第90条若しくは第95条（独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定す

る違反行為をした場合に限る。）に規定する刑又は刑法（明治40年法律第45号）第96条

の３若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。

第19条 甲は、委託業務が完了するまでの間は、第18条第１項及び前条に規定する場合のほ

か、必要があるときは、この契約を解除することができる。

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害があるときは、甲は、その損

害を賠償しなければならない。この場合において、甲が賠償すべき損害額は、甲乙協議し

て定めるものとする。

（乙の解除権）

第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、この契約を解除すること

ができる

(1) 第12条第１項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料の額が３分の２以

上減少することとなるとき。

(2) 第12条第１項の規定による委託業務の一時中止の期間が委託期間の２分の１に相当す

る日数（委託期間の２分の１に相当する日数が30日を超えるときは30日）を超えること

となるとき。ただし、中止が委託業務の一部であるときは、その一部を除いた他の部分

に係る業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
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(3) 甲が、契約に違反し、その違反により委託業務の処理が不可能となったとき。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合について準用する。

（損害賠償）

第21条 乙は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し甲に損害を与えたとき

は、その損害を賠償しなければならない。

２ 前項の規定により賠償すべき損害額は、甲乙協議して定めるものとする。

３ 乙は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその賠

償をするものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、

甲の負担とする。

第21条の２ 乙は、この契約に関して、第18条の２各号のいずれかに該当するときは、甲が

契約を解除するか否かを問わず、賠償金として委託料の額の10分の２に相当する額を甲の

指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号、第３号及び第４号に掲

げる場合において、排除措置命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項

に基づく不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15号）第６項に規定する不当

廉売であるときその他甲が特に認めるときは、この限りでない。

２ 甲は、実際に生じた損害の額が前項の委託料の額の10分の２に相当する額を超えるとき

は、乙に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。

３ 前２項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。

（相殺）

第22条 甲は、乙に対して金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する委託料請求権その

他の債権と相殺することができる。

（秘密の保持）

第23条 乙は、委託業務の処理に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

２ 乙は、その使用する者が委託業務の処理に関し知り得た秘密を他に漏らさないようにし

なければならない。

（管轄裁判所）

第24条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を

第一審の裁判所とする。

（契約に定めのない事項）

第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとす

る。

この契約を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有

するものとする。

平成 年 月 日

甲 北 海 道

北海道知事 高 橋 はるみ 印

住 所

乙 氏 名 印



災害時の医療救護活動に関する協定書

災害時における救護活動の万全を期するため、北海道（以下「甲」という。）と社団法人北海道薬
剤師会（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定を締結する。

（趣 旨）
第１条 この協定は、北海道地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、
必要な事項を定めるものとする。

（救護班の派遣）
第２条 甲は、北海道地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対
し薬剤師で組織する救護班（以下「救護班」という。）の編成及び派遣を要請するものとする。

２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場等の救
護所等に派遣するものとする。

（災害医療救護計画の策定及び提出）
第３条 乙は、前条の規定により医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これ
を甲に提出するものとする。

（救護班の業務）
第４条 救護班は、甲又は市町村が設置する医薬品等の集積場所及び避難所、災害現場等に設置す
る救護所において医療救護活動を行うことを原則とする。

２ 救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 救護所等における傷病者等に対する調剤・服薬指導
(2) 医薬品等の集積場所及び救護所等における医薬品等の管理

（救護班に対する指揮命令等）
第５条 救護班に対する指揮命令及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行うもの
とする。

（医薬品の補給等）
第６条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等、医療救護活動が円滑に
実施されるために必要な措置を講ずるものとする。

（調剤費）
第７条 救護所における調剤費は、無料とする。
（費用弁償等）
第８条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担する
ものとする。
(1) 救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金
(4) 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの

（市町村及び郡市区薬剤師会等との調整）
第９条 甲は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に基づき市町村の行う医療救護活動が、本
協定に準じ、郡市区薬剤師会等の協力を得て円滑に実施されるよう、必要な調整を行うものとす
る。

２ 乙は、前項の規定による市町村の医療救護活動が円滑に実施されるよう、郡市区薬剤師会等に
対し、必要な調整を行うものとする。

（細 目）
第10条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施のために必要な事項は、別に定める。
（協 議）
第11条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、
甲乙協議して定めるものとする。

（有効期間）
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有
効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効期間満了
の日の翌日から起算して１年間この協定は延長され、以降同様とする。

この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有する。

平成14年2月8日

甲 北海道 北海道知事
乙 社団法人北海道薬剤師会 会長
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北海道ＤＭＡＴの派遣に関する協定書  

 

 北海道（以下「甲」という。）と（北海道ＤＭＡＴ指定医療機関名）（以下「乙」

という。）とは、大規模災害時等における北海道ＤＭＡＴの派遣に関し、次のとおり

協定を締結する。  

 

 （目的）  

第１条  この協定は、災害の急性期等において、専門的な訓練を受けた医師及び看護

師等を災害現場へ派遣し、迅速な応急処置等を行うことにより、被災者の救命等

を図ることを目的とする。  

 

 （派遣要請）  

第２条  甲は、北海道ＤＭＡＴ設置運営要綱に基づき、救命活動を行う必要が生じた

場合は、乙に対し、北海道ＤＭＡＴ（以下「ＤＭＡＴ」という。）の派遣を要請

するものとする。  

２  乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちにＤＭＡＴを派遣させ

るものとする。  

３  乙は、災害が発生し、甲と連絡がとれない等の緊急かつやむを得ない事態が発生

した場合は、速やかにその被災状況について情報収集を行い、その情報により派

遣させる必要があると認められたときは、乙の判断によりＤＭＡＴを派遣するこ

とができるものとする。  

４  乙は、前項の規定によりＤＭＡＴを派遣した場合には、速やかに甲に報告し、そ

の承認を得るものとする。この場合において、乙が派遣したＤＭＡＴの派遣は、

甲の要請に基づくものとみなす。  

 

 （派遣先）  

第３条  乙が派遣するＤＭＡＴは、道内において救命活動を行うことを原則とする。

ただし、甲から災害時における応援協定等を締結している都府県に対する派遣要

請があった場合には、乙は、ＤＭＡＴを派遣するものとする。  

 

 （ＤＭＡＴの業務）  

第４条  乙が派遣するＤＭＡＴは、災害現場等において救命活動を行うものとする。  

２  ＤＭＡＴの業務は、次のとおりとする。  

(1) 災害現場におけるトリアージ、応急処置、医療等  

(2) 災害現場におけるメディカルコントロール  

(3) 災害現場での医療情報の収集と伝達  

(4) 広域搬送基地医療施設等での医療支援  

(5) その他災害現場での救命活動に必要な措置  

 

（指揮命令）  

第５条  乙が派遣するＤＭＡＴに対する指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲

が指定する者が行うものとする。  

 

 （身分）  

第６条  乙が派遣するＤＭＡＴの隊員は、派遣元である乙の職員として救命活動に従

事する。  
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 （移動手段）  

第７条  乙が派遣するＤＭＡＴの移動手段については、原則として乙が確保するもの

とする。ただし、道路の損壊などに より移動が困難な場合、又は緊急を要する場

合は、甲の所有するヘリコプター等により行う。  

 

 （搬送先医療機関の確保）  

第８条  甲は、災害時における救命活動が円滑に行えるよう、災害拠点病院のほか必

要な搬送先医療機関に対して協力の要請を行うとともに、入院患者の収容可能数

等を把握する。  

 

 （資機材）  

第９条  乙が派遣するＤＭＡＴが使用する資機材については、原則として乙が確保の

上、保管するものとする。  

 

 （費用弁償）  

第 10条  甲の要請に基づき、乙が派遣したＤＭＡＴが救命活動に従事した場合におけ

る次の経費は、災害救助法に基づき、甲が負担するものとする。  

 (1) ＤＭＡＴが使用した薬剤、治療材料、破損した医療器具の修繕費等の実費  

 (2) ＤＭＡＴが医療救護活動において負傷し、傷病にかかり又は死亡した場合の扶

助金  

 (3) ＤＭＡＴの派遣に係る隊員の日当、旅費等  

 (4) 前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要

と認めたもの  

 

 （細目）  

第 11条  この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。  

 

 （協議）  

第 12条  この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項

については、甲乙協議して定めるものとする。  

 

 （有効期間）  

第 13条  この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、

この協定の有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表

示もないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長さ

れるものとし、以降同様とする。  

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通

を保有する。  

 

  令和  年（   年）  月  日  

 

甲  北海道  

  北海道知事  鈴木  直道  

 

乙  （北海道ＤＭＡＴ指定医療機関・管理者名） 
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 ※ 北海道ＤＭＡＴ指定医療機関は次のとおり。管理者については省略。  

  １  札幌医科大学附属病院  

  ２  市立函館病院  

  ３  北海道立江差病院  

  ４  八雲総合病院  

  ５  市立札幌病院  

  ６  北海道大学病院  

  ７  独立行政法人国立病院機構北海道医療センター  

  ８  手稲渓仁会病院  

  ９  市立小樽病院  

  10 ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院  

  11 岩見沢市立総合病院  

  12 砂川市立病院  

  13 深川市立病院  

  14 日鋼記念病院  

  15 市立室蘭総合病院  

  16 社会医療法人製鉄記念室蘭病院  

  17 総合病院伊達赤十字病院   

  18 王子総合病院  

  19 苫小牧市立病院  

  20 総合病院浦河赤十字病院  

  21 旭川赤十字病院  

  22 旭川医科大学病院  

  23 名寄市立総合病院  

  24 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院  

  25 留萌市立病院  

  26 市立稚内病院  

  27 北見赤十字病院  

  28 ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院  

  29 広域紋別病院  

  30 ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院  

  31 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院  

  32 市立釧路総合病院  

  33 市立根室病院  

  34 町立中標津病院  

35 札幌東徳洲会病院  

36 函館五稜郭病院  

37 釧路赤十字病院  
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災害時における医療用ガス等の提供の協力に関する協定実施細目 

 

北海道（以下「甲」という。）と一般社団法人日本産業・医療ガス協会北海道地域本部（以

下「乙」という。）は、災害時における医療用ガス等の確保を図るため、次のとおり医療用

ガス等の提供の協力に関する協定（以下「協定」という。）実施細目を締結する。 

 

（趣旨等） 

第１条 この実施細目は、協定第 12条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な手続きと

その他事項を定めるものとする。 

（要請手続） 

第２条 協定第１条の規定に基づき甲が行う第３条医療用ガス等の範囲の要請は、次に掲

げる事項を口頭・電話・メール・ファクシミリ等の方法で行うものとし、事後、資 14別

紙様式 6-2により乙に提出するものとする。 

（１）要請を行った供給先の名称・所在地・担当者・電話・FAX 

（２）要請する医療用ガス等の範囲の品目・規格・数量等 

（３）履行の期日 

（４）その他必要事項 

２  前項の要請は、医務薬務課長または地域保健課長が行う。 

（加入会員名簿等） 

第３条 乙は、協定第５条の規定に基づく甲が行う乙の加入会員（以下「会員」という。）

に対する要請のため、事前に医療用ガス等の輸送・充填に関する会員の連絡体制等を記載

した名簿等を甲に届け出ることとする。また、その名簿等に変更が生じた場合も同様とす

る。 

（要請事項の措置等） 

第４条 乙は、協定第２条の措置に当たって、要請品目に欠品または不足が生じる場合は、

同種・同効の品目で代用することができる。 

２ 乙は、協定第２条の措置状況の連絡に当たっては、次に掲げる事項を速やかに口頭・電

話・メール・ファクシミリ等の方法で行うものとし、事後、資 15別紙様式 6-3により甲

に提出するものとする。 

（１）供給先 

（２）供給した医療用ガス等の範囲の品目・規格・数量等 

（３）供給年月日 

（４）供給を行った会員名称・所在地 

（５）その他必要な事項 

３ 乙は、被災による損壊や交通の途絶等、不測の事態により医療用ガス等の確保、供給が

困難な場合は、速やかに甲に通知するものとする。 



（搬送等） 

第５条 乙は、協定第３条の医療用ガス等の範囲の資材を供給するにあたり、協定第７条搬

送体制は緊急通行車両等事前届出済証の措置を講じるものとする。また更新が必要な場

合は速やかに手続きを行うものとする。 

２ 甲は、乙に要請する医療用ガス等の範囲を輸送する車両が、ガソリン・軽油が十分に得

られない場合は、緊急通行車両事前届出済車両への優先給油の取扱いを、受けられる措置

を講じるものとする。 

（費用弁償等） 

第６条 協定第８条の規定に基づき、会員が甲に納入する第３条医療用ガス等の範囲の価

格は、運賃と医療用ガス等の範囲の価格含めた災害発生時後の適正な価格とする。 

２ 会員は、供給要請に伴い納入が完了した場合は、甲に必要な書類を提出し、当該費用を

請求するものとする。 

３ 甲は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、その費用を支払うものとする。 

（安否確認要請手続き） 

第７条 協定第３条（３）の規定に基づき甲が乙に在宅酸素療法の関連供給機器のみを使用

する患者と人工呼吸器と併用する患者に対する安否確認の依頼を行う要請事項は、次に

掲げる事項を口頭・電話・メール・ファクシミリ等の方法で行うものとする。 

（１）地震震度５弱以上で停電が発生している場合被災状況の確認 

（２）地震震度５強以上で停電の有無にかかわらず被災状況の確認 

（３）気象災害警戒レベル３で停電の発生又は避難指示の発令された場合被災状況の

確認 

（４）気象災害警戒レベル４が発令された場合被災状況の確認 

（５）その他不測の事態により大規模又は長時間にわたる停電が発生している場合の

安否状況の確認 

２ 前項の要請は、地域保健課長が行う。 

（安否確認措置事項等） 

第８条 甲は、前項の要請に対しやむを得ない理由により、手続きが乙にとれないときは、

甲は乙の在宅酸素療法に関する会員に対し、直接、安否確認要請ができるものとする。こ

の場合は、甲は安否確認要請の内容を速やかに乙に連絡するものとする。 

２ 乙は、前項の安否確認について被災状況を速やかに甲に報告するものとする。 

 

 

附 則  

    この細目は、令和５年９月２９日から効力を生じるものとする。 
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